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令和 3 年度第１０回神石高原町農業委員会総会議事録 

 

開 会 事務局長 
ただいまから令和３年度第１０回神石高原町農業委員会総会を開会致し

ます。まず始めに会長より挨拶を頂きます。 

会長挨拶  （会長挨拶） 

 事務局長 

ありがとうございました。続きまして欠席者の報告ですが本日の欠席者

はありません。従いまして、農業委員会等に関する法律第２７条第３項

の規定により在任委員数１４名中出席者は１４名でありますので過半数

を超えております。総会が成立することをご報告申しあげます。尚、議

事の進行につきましては会議規則第３条の規定により会長にお願いしま

す。 

議事録署名 

委員指名 
議 長 

それでは議事に入りますまでに、本日の議事録署名委員の指名をさせて

頂きます。1 番渡邉委員、２番田邊両委員にお願いします。 

第１号議案 議 長 
それでは議事に入ります。議案第１号「農地法第 3 条の規定による許可

申請について」を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 

ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。３－１９、３－２０につきまして、内藤推進委員お願いしま

す。 

 ５番 

上豊松担当の内藤です。受付番号３－１９と３－２０について報告しま

す。場所は豊松支所から南西の方向へ福山方面に向かって約５km のと

ころにあります。１月２２日に坂井委員と調査しました。申請農地の譲

渡し人は高齢でまた遠距離ということもあり耕作することが困難になっ

たということで譲り受け人が譲り受け町だおしをして耕作をするという

ことでございます。審議の程よろしくお願いします。 

それから３－２０ですが、事務局のほうから言われましたが佐藤さんが

松井さんの土地を借りて作られて南さんが代わりに土地を耕作するとい

うことです。どうかご審議の程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。３－２１の案件につきまして、山岡推進委員

お願いします。 

 １４番 

１４番上、父木野地区担当の山岡です。現地は役場庁舎より県道２６号

吉舎油木線を高蓋方面に約３km ほど行った県道沿いにコーシンオート

望という車屋さんがありますが、そこの前を南へ７、８００m 入ったと

ころでございます。現地確認は当会の会長であられます佐伯様と私立ち

合いの上現地確認を本日午前中に行いました。規模拡大と相手方の経営

縮小ということで申請が出ております。ご審議の程よろしくお願いしま

す。 

 議 長 報告が終わりました。ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 
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 議 長 

無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第１号「農地法第 3 条の規定による許可申請について」３－１９、

２０を申請通り許可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いしま

す。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

３－２１につきましては当事者の井上委員が在席でございます。参与の

制限がありますので恐れ入りますが退席をお願いします。 

３－２１の案件につきまして賛成の農業委員の方の挙手をお願いしま

す。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

井上委員は入室してください。 

第２号議案 議 長 
続きまして議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 
ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。５－２６の案件につきまして、内藤推進委員お願いします。 

 ５番 

上豊松担当の内藤です。５－２６につきまして報告します。場所は豊松

支所から県道を南西の方向へ福山方面に２.５km 位のところで県道沿い

にあります。１月２２日に坂井委員と調査しました。譲り渡し人は今後

も耕作することはなくこのまま荒らして周辺に迷惑がかかるといけない

ということで、太陽光パネルを設置するということです。どうかご審議

の程よろしくお願いします。 

５－２５はこの前の総会でも報告しましたが、周辺の農地や民家などに

は影響がないと思われます。この土地は何十年も耕作されていないとい

うことでございます。どうかご審議の程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。５－２７の案件につきまして、横儀推進委員

お願いします。 

 ９番 

牧、田頭、草木地区担当の横儀です。５－２７の案件について報告しま

す。場所は県道三原東城線田頭の丸山製材所の西側にあります。１月２

４日に城山委員と代理人の方と現地を確認しました。譲渡人は高齢で農

業を営むことが困難で後継者もいないため農地を譲り受け人に譲渡し再

生エネルギー発電所を作ることで農地の荒廃をふせぎたいとのことで

す。審議の程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。５－２８の案件につきまして、山岡推進委員

お願いします。 

 １４番 
上、父木野担当の１４番山岡でございます。この案件につきましても本

日午前中私と井上委員とで現地に行ってまいりました。現地は県道吉舎
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油木線２６号を高蓋方面に３km ほど行って、みずのきという集落を北

の方向に約１km ほど入ったところにあります。航空写真等にございま

すように７６と７１の近くに圃場がありますが、この圃場の隣地であり

ます６９番地の田んぼの方向に勾配がついておりますので、申請者のか

たに雨水に対する対策の措置を田んぼの所有者のかたと協議の上設置を

お願いしますと要望してまいりました。審議の程よろしくお願いしま

す。 

 議 長 報告が終わりました。ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 議 長 

無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」申請通り許

可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

 議 長 以上で本日ご提案します議案については終了しました。 

  午後１時５８分 
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以上、議事の経過を記載し、その内容は相違ないことを証するた

め署名します。 

 

 

 

令和４年２月２８日 
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